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（損害てん補額の決定） 

第三十九条 寄託者又は証券所持人は、寄託物が罹災した場合に、罹災当時の価格及び損害
の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会
社の承認を得なければならない。 

２  前項の決定をするにあたって、寄託者又は証券所持人に異議があって保険者と協議が整わ

ないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。 

（火災保険金の支払手続） 

第四十条 寄託者又は証券所持人は、当会社を経由して火災保険金の支払いを受けなければ
ならない。 

（告知義務違反等による損害の負担） 

第四十一条 寄託者又は証券所持人が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項
を告知せず、又は不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者又は証券所持人の
負担とする。 

第八章 受寄物の損害賠償 

（責任の始期及び終期） 

第四十二条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡しを受けたときに始
まり、受寄物の引渡しをしたときに終わる。 

２  当会社は、受寄物の引渡しをした後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であっ
ても、その保管の責任を負わない。 

（賠償事由及び挙証責任） 

第四十三条 寄託者又は証券所持人に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又は
その使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。 

２ 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又は
その使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならな
い。 

（再寄託物の責任） 

第四十四条 当会社は、第二十二条の規定により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときに
おいても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。 

（免責事項） 

第四十五条 次に掲げる損害については、当会社は、その責任を負わない。 

一 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、原子力事故、戦争、事変、暴
動、サイバー攻撃、パンデミック、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは
欠陥、荷造りの不完全、防疫その他の抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命
令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害 

二   第三十九条の規定により決定された損害てん補額を超える火災による損害及び寄託 

者の申し出によって火災保険に付さなかった受寄物の火災による損害 

三 寄託者又は証券所持人に対して行う引取りの請求に定めた期限後において当該受寄
物について生じた損害 


